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茅ヶ崎市消防職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和６年３月２９日

茅ヶ崎市消防長 森 田 学

茅ヶ崎市消防職員服務規程の一部を改正する訓令

茅ヶ崎市消防職員服務規程（昭和６１年茅ヶ崎市消防本部訓令第４号）の一部を次のよ

うに改正する。

第９条中「第１７条から第２１条まで、第２３条から第２８条まで、第３０条及び第３

１条」を「第１７条から第２０条まで、第２２条から第２７条まで、第２９条及び第３０

条」に、「第２４条及び第２８条」を「第２３条及び第２７条」に改める。

附 則

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。


